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規

則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
六
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
三
条
第
四
項
の
表
一
の
項
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ

た
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
イ
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」

に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
収
受
事
務
担
当
者
の
確
認
印
を
押
す
」
を
「
収
受
事
務
担
当
者
名
を
記
載
さ
せ

る
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
イ
及
び
四
の
項
中
「
収
受
事
務
担
当
者
の
確
認
印
を
押
し
」
を
「
収
受
事

務
担
当
者
名
を
記
載
し
」
に
、
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
る
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
文
書
授
受
簿
に
記
載
さ
せ

る
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ

た
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
イ
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」

に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
文
書
主
任
の
確
認
印
を
押
す
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
る
」
に
改

め
、
同
項
ロ
た
だ
し
書
中
「
金
額
」
の
下
に
「
及
び
開
封
し
た
職
員
名
」
を
加
え
、
同
表
三
の
項
イ
中

「
文
書
主
任
の
確
認
印
を
押
し
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載
し
」
に
、
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」

を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に
改
め
、
同
項
イ
た
だ
し
書
中
「
の
記
載
」
を
削
り
、
「
文

書
主
任
の
確
認
印
の
押
印
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
の
記
載
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
文
書
主
任

の
確
認
印
を
押
し
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載
し
」
に
、
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し

た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
金
額
」
の
下
に
「
及
び
開
封
し
た
職
員

名
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
受
領
印
を
文
書
授
受
簿
に
押
さ
せ
る
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
文

書
授
受
簿
に
記
載
さ
せ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
、
「
文
書
主
任
」
と
あ
る
の
は
「
文
書
取
扱
主
任
」
と
」
を
削
る
。

第
十
六
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
署
名
を
さ
せ
た
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
第
一
号
中
「
文
書
主
任
又
は
文
書
取
扱
主
任
の
確
認
印
を
押
す
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記

載
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
文
書
主
任
又
は
文
書
取
扱
主
任
の
確
認
印
を
押
す
」
を
「
開

封
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
金
額
」
の
下
に
「
及
び
開
封
し
た
職

員
名
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
法
令
等
の
定
め
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
要
す
る
場
合

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と

し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

庁
外
文
書
の
う
ち
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
都
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立

行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

人
を
い
う
。
）
又
は
条
例
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
資
等
法
人
に
対
し
発
信
す
る
公
文
書

（
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

別
記
第
一
号
様
式
中
「受

領
者
印

」
を
「受

領
者

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
文
書
管
理
規
則
別
記
第
一
号
様
式

及
び
第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
五
号

庁

中

一

般

官
報
報
告
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
三
部
（
電
子
文
書
（
東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十

七
号
）
第
二
条
第
三
号
の
電
子
文
書
を
い
う
。
）
に
よ
り
送
付
す
る
と
き
は
、
一
部
）
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
官
報
報
告
規
程
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
る

用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲

第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
の
表
一
の
項
中
「
知
事
」
を
「
副
知
事
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
兼
業
許
可
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
六
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
の
表
一
の
項
中
「
知
事
」
を
「
副
知
事
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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